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あなたが、配偶者の方が受給する年金の加
給年金額対象者となっている場合で、下記
2 点に該当したときは、その旨を配偶者の

方の年金（加給年金額が加算されているもの）を
支給する実施機関に届け出てください。





住民税および森林環境税

＊   年金以外の所得（給与所得や不動産所得・事業所得
など）に係る住民税については、従来どおりの方法に
より納付することになります。
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受給権発生日 割合
令和7年10月1日～令和8年9月30日 30 分の 29

30 分の 28
30 分の 27
30 分の 26

令和8年10月1日～令和9年9月30日
令和9年10月1日～令和10年9月30日
令和10年10月1日～令和11年9月30日

　平成 27 年 9 月以前の組合員期間を有する方
が亡くなられた場合で、遺族厚生年金の受給権
を満たすときに、その遺族に支給されます。
　年金額は、亡くなられた方の退職共済年金（経
過的職域加算額）のおおよそ4分の3となります。
　なお、公務遺族年金（年金払い退職給付）を受
給する場合は、支給されません。
＊　遺族共済年金（経過的職域加算額）は、相続税

法の規定により相続財産とみなされ、相続税の課
税対象となります。相続税の申告に関する手続き
等については、住所地を管轄する税務署にお問い
合わせください。

＊　令和 7 年 9 月 30 日までに亡くなられた場合は
4 分の 3 ですが、令和 7 年 10 月 1 日以降に公務
によらない傷病により亡くなられた場合の遺族共
済年金の額は、4 分の 3 の額に受給権発生日に応
じて、次の表の割合を乗じて得た額となります。



＊　障害基礎年金または遺族基礎年金が支給される間、
経過的中高齢寡婦加算額の支給は停止されます。

受給権発生日 割合
令和11年10月1日～令和12年9月30日 30 分の 25

30 分の 24
30 分の 23
30 分の 22

令和12年10月1日～令和13年9月30日
令和13年10月1日～令和14年9月30日
令和14年10月1日～令和15年9月30日

30 分の 21
30 分の 20

令和15年10月1日～令和16年9月30日
令和16年10月1日以降

831,700

622,000

623,800

829,300

829,30069 68

　手続きが遅れると、すでにお受け取りになっ
た年金をお返しいただく場合があります。



　拘禁刑（令和7年5月以前の場合は、懲役または
禁錮）に処せられたときなど



　拘禁刑 （令和7年5月以前の場合は、懲役
または禁錮）に処せられたときなど

　拘禁刑 （令和 7 年 5 月以前の場合は、
懲役または禁錮）に処せられた方
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「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事
由該当届」を提出してください。







　「公立学校共済組合友の会」は、当共済組合の年
金受給者の親睦団体です。公立学校共済組合友の
会に関するお問い合わせは、下記へお願いします。

・　 一般財団法人公立学校共済組合友の会が
  行う事業に係る事務






